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2006年4月

各　位

　　　　　　　　　　　　　　財団法人

　　　　　　　　　　　　　　　資生堂社会福祉事業財団

　第31回資生堂児童福祉海外研修報告書の送付について

拝啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃より、弊財団の事業につきまして格別のご高配を賜り厚く

お礼申し上げます。

この度平成17年度事業として実施いたしました、表記第31回

児童福祉海外研修の報告書が完成いたしましたのでお送り

いたします。

ご一読を賜り、ご参考に供していただければ幸甚に存じます。

敬具



　　　　　　第31回（2005年度）

資生堂児童福祉海外研修報告書
　（カナダ・トロント、オタワ、モントリオール）

バットショウ正面玄関にて　講師のマーガレット・デュークさんと
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第31回資生堂児童福祉海外研修実施要綱
■．・・・・…　　．・…　　．…　　．・…　　■・．■■●●■●●●■●■●●●●●●●●■■●■●●t●●■■5●●，●■．・・・…　　■・・…　　．

1．目的 児童福祉施設の中堅職員を対象に、福祉先進国の福祉情報、専門知識、処遇技術、施

設の運営形態などの研修に加え、広く訪問国における人々との交流を通して、参加者

の幅広い人間形成と資質の向上を図り、将来の児童福祉界を担う人材の育成を目ざす。

2．主催 財団法人　資生堂社会福祉事業財団

3．後援 厚生労働省、全国社会福祉協議会

4．研修テーマ 「カナダ東部地区における児童虐待予防策の研修と児童福祉現場の実態研修」

5．主な研修内容 （1）児童福祉制度の概要

（2）虐待予防のためのコミュニティーペースのプログラムとサービス

（3）早期介入の方法と実践

（4）早期幼児教育の実態とその理論

（5）家族への支援サービスとプログラム

（6）再統合支援プログラム

（7｝政府機関と民間機関の児童虐待予防ネットワーク

6．研修先 カナダ・オンタリオ州及びケベック州

（トロント・オタワ・モントリオール）

7．実施期間 2005年9月24日（土）～10月8日（土）（15日間）

8．推薦要件 （1）過去に他財団、団体の主催する同類の海外研修に参加していない者

（2）職務経験年数が5年以上で原則として年齢が45歳以下の者（2005－4－1現在）

（3）日常児童の処遇に真剣に携わり、本テーマによる研修について高い関心を持ち、

　強い意欲と貴任感のある者

（4）心身ともに健康で長期にわたって児童福祉に貢献できる者

9．選考方法 全国児童養護施設協議会、全国乳児福祉協議会、全国児童自立支援施設協議会、全国

情緒障害児短期治療施設協議会など、関連団体の推薦にもとづき、資生堂児童福祉海

外研修選考委員会の審査により決定する。

10．研修報告書の作成及び発表

　　　　　　　　　（1）研修団は、2006年3月末までに報告書を作成する。

　　　　　　　　　（2）各施設協議会等の主催する研修会などにおいて、研修結果の報告を行う。
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あいさつ
■　●　●　■　●　■　■　■　■　■　■　■　垣　●　●　●　●　●　●　■　●　●　●　●　●　■　■　■　■　●　■　■　■　■　●　■　●　■　●　●　■　●　●　■　●　■　●　●　●　●　●　●　●　●　■　●　●　●　●　■　●　●　●　■　■　■　●　●　●■　■　■　●　■　■　■

全国児童養護施設協議会

会長加賀美　尤祥

本年も財団法人資生堂社会福祉事業財団の主催

により、児童養護施設をはじめ児童福祉施設の職

員（団長他12名）が第31回資生堂児童福祉海外研

修生としてカナダ東部地区に於いて貴重な学びの

場を与えられましたことに心からお礼を申し上げ

ます。

わが国の児童虐待通告相談件数は、平成16年度

33，000件とついに3万件を超えたことがメディアで

も大きく取り上げられました。これも、米国の350

万件や英国のそれと比較すると氷山の一角ともい

われます。こうした中、わが国の社会的養護のイン

フラ不足から親子分離され、保護される児童の比

率は低下の一途にあり、平成16年度は15％を割り

込んでいます。その一方で在宅支援の名のもと、

家庭に戻される児童の数は増加しており、現在の

児童相談所の体制では充分な支援が出来る状況

にないのも実状であります。平成16年度の制度改

正で、児童相談所と市町村福祉事務所の役割分担

が進められ、虐待の相談窓口を市町村が担う他、

在宅支援も行うこととなりましたが今まだ、緒につ

いたばかりです。そんな中、施設養護される子ど

もたちの養育課題はますます重篤化し、地域にお

ける子どもの問題も深刻化の一途にあります。こ

のようなわが国の社会的養護をめぐる悪しき循環

の解決に向けては、今後大きな施策転換と質量含

めたマンパワーの充実が欠かせません。

本年の資生堂児童福祉海外研修のテーマは「カナ

ダ東部地区における児童虐待防止策と児童福祉

現場の実態」として、中でもコミュニティーべ一スに

おける虐待予防や家族支援サービスプログラムな

ど、現在わが国が直面する大きな課題にかかわる、

時宜を得たものでありました。この報告書の成果

と研修生の実践現場における今後の活躍に大い

なる期待が寄せられます。

さて、財団法人資生堂社会福祉事業財団が、わが

国子ども家庭福祉の向上という大きな目標を掲

げ、そのために児童福祉実践現場を担う職員の海

外研修を始めて31回を数えます。その間、実に

600名に及ばんとする若人が、先進各国で得たそ

の知見をもって様々な福祉現場で現在活躍してい

ます。あらためて当財団が果たしてきた業績の大

きさに敬意を表するとともに、深甚なる感謝を申

し上げ、ご挨拶とさせていただきます。

2



第31回資生堂児童福祉海外研修団員紹介

【東京都1

団長

白梅学固短期大学教授

中山　正雄

『トロ．ントタjFヂ

1兵PtRl
児童家庭支援センター
すみれ

臨床心理士

吉田　明世

【愛媛県1

児童1護施設
松山信望愛の家
児童指導員

越智　尚観

1高知県】

児童養護施R
若草田

保育士

松村　美和

【鹿児島則

乳児院

鹿屋乳児院

児童指導員儒W

躯川　恒

ユ芝ワグル三プ

【宮城県1

児童自立支援施殴
さわらび学寓

児童自立支援専門員

亀井　義憲

、　　　　　y

ゴ㍉で

棟京都】

児童自立支援施設

都立誠明学園

社会福祉士

内藤　麻理子

【大阪府】

児童養腹施設

岸和田学田
児童揃導員

奥本　弥生

【大阪府】

児童養護施設
聖家族の家
児童指導員

牧田　雄二
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カナダ　オンタリオ・ケベック州（トロント・オタワ・モントリオール）

　　　　　　　　ぷ
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【岩手県】

情緒障害児短期治療施設
ことりさわ学田

保育士

樋渡　秀樹

、　　ザー、
■ltt」÷ぷ

　　　　噛

陳京都】

児童養護施設

立川至誠学園

保育士

丸山　和恵

ゴ「ヨ

【福島県】

児童養護施設

堀川愛生園

児童指導員

馬場　史好

信崎県1
乳児院
乳児院つぼみの寮

保育±

川崎　弓

榛京都】

事務局

資生堂社会福祉事案財団

山下　茂喜
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団長報告
■■一一一一一一■■一一■一一■■■一■一一一一一■一一■一一■一一■■■■＿■＿

白梅学園短期大学

教授中山　正雄

第31回資生堂児童福祉海外研修は、9月24日より10

月8日まで、カナダのケベック州及びオンタリオ州に

おいて、「カナダ東部地区における児童虐待予防策

の研修と児童福祉現場の実態研修」をテーマとして

行われました。全国の児童養護施設、乳児院、母

子生活支援施設、児童自立支援施設等から選ばれ

たこれからの日本の児童福祉現場を背負って立つ

と期待される12名の優秀な団員に助けられ、団長

としての任を果たすことが出来たと思います。子ど

もの権利及び児童虐待への対応について先進国で

あるカナダで学ぶ機会を与えてくださいました資生堂

社会福祉事業財団、厚生労働省、全国枇会福祉協

議会の皆様および私たちの研修のために周到に準

備し、心をこめて歓迎してくださったカナダの関係諸

機関の皆様に団員とともに深く感謝申し上げます。

今回の研修では、フランス語圏であるケベック州と

英語圏であるオンタリオ州を視察させて頂きまし

た。そのためカナダの歴史にも触れることができ、

移民の国であるカナダが様々な人種の和と統一に

とって「人権擁護」を名実ともに大切にしてきた意

味の重要さを理解できました。カナダの人権、子

どもの権利の確立への先進的歩みの背景には人々

が調和して生きていくために誰もが認める人として

の尊厳を旗印にしてきたことにあると実感しました。

カナダの児童福祉は、州政府の責任で行われてい

ます。日本では児童福祉法が全国の児童の福祉を

規程していますが、カナダでは州の法律により規程

され、たとえば、ケベック州では18歳未満、オンタリ

オ州では16歳未満が児童福祉の対象になります。

今回の研修では子育て支援の現場、保育所の訪問

もありました。子どもの虐待防止の視点からは、「虐

待等から子どもを救い出す」ことから「虐待等を引

き起こさない家庭への支援」が重要と位置付けられ

その試みがスタートしていることを見てきました。わ

が国でも予防への取り組みが重要視されています

がカナダの必要であればそこに取り組むという発想

やシステムは学ぶべきものと実感しました。

オンタリオ州の現場では、「私たちの政府」「政府と

戦う」ということばを耳にしました。咋年の選挙で福

祉に力を入れる政府が誕生したこと、それにより希

望をもって取り組む、どの機関でも児童福祉の前進

は自分たちが今の政府の下で作り上げると輝くよ

うなエネルギーを発信していました。児童福祉のた

めにどんな政府が必要なのか、そこまで現場が深

く関わっていることのすばらしさを、また、それをう

らやましくも感じたのは私だけでしょうか。先住民

の子どもへの対策、低所得者層の生活と子どもへ

の対策など困難を抱える中で、世界に発信するプ

ログラムの開発などt権利と福祉の充実を追い求

める真剣な姿を何処でも兇ることが出来ました。

わが国の児童福祉と比較したときに、カナダの児

童福祉がとりわけ進んでいるということではありま

せんが、以上述べたような仕組みや姿勢は明らか

に先進国であると感じました。

この研修ではコーディネート及び通訳をして頂いた

現地在住の菊池幸工さんには、研修日は夜申まで

議論に加わって頂きより良い研修にと高めること

ができましたaまた、研修の全てについて行き届

いた配慮でお世話いただいた資生堂財団の山下

茂喜さんに最後になりましたが深くお礼申し上げ

ます。団員の研修の結果をここに報告書として完

成させることが出来ました。私たちの学びを広く

お伝えすることでお役に立てれば幸いです。団員

には、今回の研修を生かして、それぞれの場での

活躍を特に期待します。
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事務局報告
一■■■一一■一■一■■一一一一一■■■■■■一■一一一■一■■■一一■■■一■■一■■

財団法人資生堂社会福祉事業財団

事務局長　山下　茂喜

紅葉が最も美しいと言われる季節でしたが、異常

気候のためか例年になく暖かく、紅葉は通常の3割

程度、雨も降るなどチョット残念。セントローレンス

川やナイアガラ滝の雄大さ、多民族国家・多文化

国家ならではの寛大さなど日本にない素晴らしさを

体験出来ました。

さて、「児童虐待予防策の研修と児童福祉現場の

実態研修」をテーマにした第31回の海外研修では、

コミュニティーが主導するカナダの児童福祉の先進

性、それに携わる関係者の熱い思いや自信と誇り、

またペイプ青少年資源センターに代表される溌刺

としたインケアの若者との交流など、多くのことを

研修し、初期の9的を果たすことが出来ました。

具体的な報告は本文をお読みいただきますが、事

務局として感じたいくつかのカナダについて簡単

に触れたいと思います。

1．ホスピタリティーの心

研修でいつもながら感謝し、心に残ることは行く

先々での心からの歓迎と行き届いた準備です。菊

池さんのコーディネートの賜物と感謝しております

が、毎回この想いをするのは、やはり彼らの心に

人に対する思いやりの精神がしっかりあるのだろ

うと思います。児童福祉の最も大切な部分は、面

倒な規則や豊かな物品ではなく、このように“あな

たのことを考えていますよ”という極めて単純な心

の通い合いとその積み重ねだと実感いたします。

カナダの虐待予防はまさに、ここからスタートして

いると感じました△

2．個の確立と調和

植民地と移民の歴史を経て、様々な民族が連邦国

家の名のもとに共同体国家として繁栄するカナダ人

は「自分は誰なんだ、何をしたいんだ」など、自己

のアイデンティティをとても大切にする国民です。そ

の最終的成果（智恵）として「権利と自由の憲章」が

生まれたのではないかと思います。同じ国なのに

川をはさんでフランス語圏と英語圏に分かれ、考

え方も連えば憲法も法律も違う。しかし、そこで

暮らす多くの人々は2力国語を理解し、自分の文化

にこだわり、しっかり生活している。B本人には想

像出来ないことです。街行く人たちのファッション

も季節感などないかのように好きな格好で歩き、ま

た自分のやりたいことを好きなようにしながら、周

囲と調和を保って生活していることも驚きでした。

3．社会への貢献

一人の人間として生きてゆく権利と自由が保障さ

れている一方、それを支えるために子どもや障害

者、老人など社会的保護が必要な人達を自ら支援

するのも一人前の大人として必ず求められる意識

の高い国です。日本のような横並び感覚は重要で

はなく、例えば大学進学も自己実現のステップと

して選択しており、実によく勉強するそうです。高

校時代にどんな社会貢献（ボランティア）をしたか

は希望する大学への進学の重要な要件であること

など日本では考えられないことです。

最後になりましたが、事前研修で有意義な情報を

沢山ご提供下さった高橋重宏教授、団員と同じ目

線で考え引率して下さった中山団長、プランニング

から通訳まで一手にお引き受け頂いた菊池氏、そ

の他関係各位のご尽力に厚くお礼を申し上げます。

6



第31回資生堂児童福祉海外研修スケジュール

一一一一一 ＝一一＝

『一一一一一一＝一一一一月／日（曜） 時　間 日程と研修概要

16：30 集　合

伯：oo 東京（成田）発　　AC　OO2　　　　　　　　　　　　（機中泊）

9／24（土） …，・
・ 日付変更線一　　　・一…　　一　　・・．＿．

18：25 トロント着

20：00 トロント発　　　AC　246

21：10 モントリオール着（クイーンエリザペスモントリオール）

9／25（日） 9：00 ケベック市内視察

‘
‘ 9：30 幼児センター（CPE）
‘
1

●0～5才児までの乳幼児の早期教育、家庭への援助、乳幼児虐待の

‘9／26（月） 早期発見などを可能にする幅広い社会的サービス

14：00 ケベック人権及び青少年の人権委員会
●インケア中の青少年が、その間虐待を受けないようにするために実施されて

いる虐待防止策や人権擁護に関する各種対応策

‘
1

9：30 保健及びソーシャルサービスセンター（C蕊）
‘
1 ●家庭における子どもの虐待防止や早期発見、家庭支援などのサービス

9／27（火） 12：00 ケベック青少年センター協会（ACJQ）

●ケベック青少年センターの役割と介入情況の案内

14：30 バットショウ青少年家庭センター
●虐待防止及び家庭再統合プログラムと自立支援プログラムの実態

9：00 モントリオール市内視察　オタワへ移動
9／28（水）

16：30 オタワ着（ウエスティン　オタワ）

‘ 9：00 カナダ児童福祉リーグ（CWLC）

●カナダ児童福祉関連機関の総元締めである当機関の概要及び
児童虐待防止活動

9／29（木） 11：00 カナダファミリーリソースプログラム協会（FRP　Canada）

●カナダの子ども・家庭のウェルビーイング促進の具体策及び子ども虐待
防止策

‘

14：00 オタワ子ども援助協会（CASO）
1

●CASOが推進する地域ネットワーク活動、就学前サポートと早期児童教育、

1 家族サポートプログラムなどの虐待防止策

； 9：00 始め良ければ未来良し

●健全な発育が妨げられる危険性の高い、貧しい家庭や不安定な家庭で

Ig／30（金）
12：15

　育った子どもや親に対する虐待防止プログラムの実態

東オンタリオ子ども病院（CHEO）

‘

●病院、大学、地域組織と連携しながら、虐待を要因とする子どもと
　青少年の精神衛生問題に対する取り組み

7



　　　　　　一．一．

「月／日（曜） 時　間 日程と研修概要

‘
1
0
／
1
（
土
）
‘
‘

9：00 オタワ市内視察

9：00 トロントへ移動
10／2（日）　1　　　　　　　．

16：00 トロント着（コートヤードパイマリオット）

「

9：00 オンタリオ州政府子ども青少年サービス省
‘ ●オンタリオ州の児童福祉政策の概要及び子どもを取り巻く実態

10／3（月）
●オンタリオ州の子ども虐待防止プログラム

子ども家庭アドボカシー事務所

●当機関にユースの観点から提言しているユースアドバイザリー
メンバーとの意見交換と再虐待防止策

1 9：00 カナダ健康省

●連邦政府が実施する児童虐待防止策の概要

10／4（火）　‘ ●実施プログラムの現場見学

‘ 15：00 資生堂カナダ訪問
‘

●日本人駐在員の視点によるカナダ事情

‘

9：00 カナダ赤十字

●カナダ赤十字が独自に実施する虐待防止プログラム
①心理的、身体的、性的虐待予防②個人の安全確保
③友人からのプレッシャーや虐めへの対応
④交際相手からの暴力対処法など

10／5（水） 14：00 子ども発達研究所

●健全な子どもの発達、旱期介入、家庭内暴力などに対応する幅広い

プログラムやサービスの内容及び活動実績

18：00 ペイプ青少年資源センター（PARC）

‘ ●インケアの青少年のための自立機関、パークで活動している青年達との

交流及び意見交換

9：00 トロント市内視察・ナイアガラ見学
10／6（木）

19：00 サヨナラパーティー

9：00 ホテル発
10／7（金）

13：25 トロント発　　ACOO†

日付変更線…　　…　”一・　一一　　　　（機中泊）
÷．．，

10／8（土） 15：50 東京（成田）着

15：30 解散
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カナダの概要
■一一一■■■■■一■一一■一■一■頃一一一一■一■一一一一一■一一一一＿■■■■

　●
レジVイナ

一チル

ー

孕

1．概要
人［1は約3，100万人（2001年カナダ統計庁）。カナ

ダは10の州と3つの準州で構成される。首都はオ

ンタリオ州のオタワで生活水準は米国、スイス、ル

クセンブルグ、ドイツ、日本に次いで世界第6位（国

民…人あたりの国内総生産で比較）。国民一・人あ

たりの国内総生産に加え、「生活の質」につながる

寿命．教育などを考慮した調査では、さらに上位

にランクされることが多い、

北米大陸の北半分を占めるカナダは、総面積998

万4，670km：．ロシアに次いで世界第2の広さを誇

り、東から西まで時間帯が6つもある。カナダは太

SF洋と大西洋に長い海岸線をもっているだけでな

く、北極海にも面している。その海岸線は、世界

のどの国よりも長い。南の米国と全長8．891kmの

国境を接し、北は北極海をはさんでロシアと向か

い合っている。カナダの北極諸島は、北極点から

800㎞しか離れていない。

広大な国土に応じて気候も多様である。北緯70度

以北には永久に凍結した氷帽（山頂氷河）があり、

．’ 方、ブリティッシュ・コロンビア州西岸には豊か

な雨林が広がっている。カナダで最も人口が集中

する米加国境に沿った南部地域は、春夏秋冬の四

季がはっきりしている。夏の日中は35℃を超えるこ

ともあり、他方、冬には氷点下25℃程になることも

珍しくない。春と秋の気温はずっと穏やかである。

マニトバ州やオンタリオ州北部では、数えきれない

ほど多くの大小の湖が点在し、陸地よりも水の方

が目につく。米国と共有している五大湖を代表に、

大きな河川や湖がたくさんある。
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2．歴史
北米大陸の先住N族は、今から数千年前にアジア

からシベリアとアラスカの間の陸地を通ってやって

きたと考えられている。その中の一部がカナダに

定着した。ヨーロッパの探検家がやってきたとき、

カナダにはさまざまな先住民族がいた。土地の環

境に応じて、移動生活やあるいは定住生活を営む

狩人や漁師や農耕民である。

17世紀の初め、極東の豊かな交易地へ行く新しい

道を求めてフランスやイギリスの探検家が北米の

水路を遡行し、後にいくつかの交易所を設営した。

フランス人は主にセントローレンス川と五大湖、そ

してミシシッピー川に沿って進み、イギリス人はハ

ドソン湾周辺と大西洋沿岸に展開した。カポット、

カルチエ、シャンプレンといった探検家たちは、中

国やインドへの道を発見出来なかった代わりに、

それらに劣らぬ貴重なもの、すなわち豊かな漁場

とビーバーやキツネ、クマなどの毛皮動物がたくさ

んいる土地を見つけた。

植民地支配によるイギリスとフランスとの抗争が激

化するにつれ、北アメリカは不可避的にその焦点

となった。1759年にケベック・シティが陥落すると、

パリ条約が結ばれ、フランスはニューファンドラン

ド島沖のサンピエール島とミケロン島を除くミシシ

ッピー以東の全植民地を英国に割譲した。

その後、英国統治下に入った6万5．000人のフラン

ス系住民は、自分たちの伝統、言語、文化を守る

という一致した目的を持つことになり、英国は、ケ

ベック法（1774年）を制定し、フランス民法の適用

と宗教・言語の自由を公認した。

1776年、アメリカ合衆国が独立すると、いわゆるロ

イヤリスト（王党派）と呼ばれる、英国王に忠誠を

誓う英語系植民者が大勢カナダに逃れてきた。彼

らは主にノバスコシアとニューブランズウdック、そ

して五大湖周辺に住みついた。

人口の増加に伴って、1791年、アッパー■カナダ

（現在のオンタリオ州）とローワー一・カナダ（同ケベッ

ク州）が創設され、それぞれ代議・統治制度をもつ

ことが認められた。1848年に合併したカナダは、

外交権を除いて、自らの責任政府をもつことが認

められた。

北米の英領植民地、カナダ、ノバスコシア、ニュー

ブランズウィック、プリンス・エドワード・アイランド、

ニューファンドランドはそれぞれ、成長し繁栄した。

しかし南北戦争後、アメリカ合衆国が強国として登

場してくると、米国による併合の危機を避けるため、

1867年7月1日、カナダ・イースト、カナダ・ウエスト、

ノバスコシア、ニューブランズウィックの各植民地

が「英領北アメリカ法」の下に統一され、連邦国家、

自治領カナダが誕生した。

3．おもな特徴

（1）連邦政府と州政府について

　1867年に連邦制を採用。連邦国家とは、いく

　つかの異なった自治体が、共通の目的を持つ

　共通の政府の下にまとまり、各地域特定のニー

　ズのために個別の地域政府をもつ制度である。

　カナダでは連邦議会の責任は、国防、貿易と

　通商、金融制度、刑法、市民権、漁業、航空、

　海運、鉄道、通信、原子力である。

　一方、州議会が責任を負うのは、社会保障、福

　祉、教育、財産、公民権、司法行政、医療保健

　制度、州内の天然資源、自治体機関等である。

（2）多文化主義

　1971年、カナダは世界で初の多文化政策を導

　入した国となった。連邦政府は1986年に「雇用

　均等法」を、1988年に「カナダ多文化主義法」を

　制定した。

　長い歴史を持つカナダの人権擁護の法律に基

　づいた多文化政策は、自国の民族と人種の多

　様性を認識し、尊重することを確認するもので
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ある。カナダ多文化政策は、経済、社会、文化、

政治生活における平等の達成に向け、連邦政

府に特定の方向付けを課している。政府は多

文化政策を通じて、尊敬、平等、そして人種や

民族的ルーツ、言語、宗教に関わらず、全ての

国民の完全な参画に基づいた、より包括的な

社会の構築を目指すものである。ユネスコ（国

連教育科学文化機関）の文化・開発世界委員

会が最近発表した報告書は、カナダの多文化

主義のアプローチを、他国が見習うべき手本

として挙げている．カナダは、この分野で現在、

世界で最も進んだ国と認められている。

（3）多様性の尊重

　カナダ人は、カナダの文化的多様性を誇りに思

　い、また高く評価している。世界中でカナダは、

　異文化の貢献と個性を尊重する国と見なされ

　ている。事実、全ての人を思いやる姿勢に対

　してカナダが受けている高い評価は、カナダの

　国際的な評価の重要な部分と考えられている。

（4）先住民族

　カナダ人の3％弱（約80万人）が、1982年の憲

　法で認定された3つの先住民族、すなわち北米

　インディアン、メティス、イヌイットのいずれか、

　または複数に属しており、その割合は北米イン

　ディアンが約69％、メティスが26％、イヌイットが

　5％である。

（5）言語

　カナダは2つの公用語を持つ。カナダ人の約

　59％が英語を母語とし、23％がフランス語を母

　語としている。その他の18％は、2つ以上の母語

　を持つか、英仏以外の言語を母語としている。
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〔6）カナダの「権利と自由の憲章」

　カナダでは、国民の権利と自由が1982年4月17日

　に発効された「権利と自由の憲章」によって保障

　されている。

　憲章はカナダ人が自由で民主的な社会におい

　て必要と信じている権利と自由を定めており、

　以下のように権利と自由を保障している。

　　・表現の自由

　　・民主的権利

　　・カナダ国内の何処にでも住居を定め、働く

　　　ことのできる権利

　　・犯罪被告の法的権利

　　・先住民の権利

　　・男女平等を含む平等の権利

　　・いずれかの公用語を使う権利

　　・フランス語圏または英語圏の少数派が彼ら

　　の言語で教育を受ける権利

　　・カナダの多文化遺産の保護

　一般的には、憲章に含まれる権利と自由はカ

　ナダ市民、永住者、新規移民に関わらず、カナ

　ダにいるすべての人に適用される。しかしな

　がら、いくつかの例外もある。例えば、18歳以

　上のカナダ市民権保持者のみが選挙権を保障

　されている。

　憲章はこのようにカナダ人が自由で民主的な

　社会において必要と信じている権利と自由を

　保障しているが、実際、この他にも多くの法律

　が権利を保障している。連邦政府と州・準州

　政府は権利と自由を提供する法律を定めてい

　る。雇用と住居における差別を禁止する法律、

　消費者保護法、環境保護法、そして、刑法では

　目撃者、被害者、犯罪被告の権利等、枚挙に

　いとまがない。



（7）医療と社会保障

　歯の治療を除いて、基本的な医療は無料で提

　供されている、65歳以ヒの人および生活保護

　受給者は、処方薬も人半の場合が無料　また

　カナダは老齢年金、家族；・／s、失業保険、福

　祉なと、社会保障制度が充実している

〔参考資料〕

・カナダ観光局

・カナダ大使館広報部
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第1章

オンタリオ州の児童福祉

1．カナダ・オンタリオ州

（1）歴史

　日本の約27倍もの広大な国土面積を誇るカナ

　ダは、かつて幾つものファースト・ネイションズ

　（先住民族インディアン：この呼称は差別用語だ

　という議論もあるようだが、ここではあえて一

　般的な言葉として使用した）やイヌイット達が統

　治していた。最初にオンタリオの地にやって来

　たのは、ハドソン川やハドソン湾などにその名

　を残すイギリスの探検家ヘンリー・ハドソンで

　ある。その後、17世紀初頭にヨーロッパ人が入

　植し始めて以来、フランスやイギリスの探検者、

　毛皮商人、宣教師たちが水路を通って内陸部

　まで行き来するようになった。18世紀に入ると

　英仏の植民地化抗争が激化し、フランス植民地

　がイギリスに割譲されたこと、アメリカが独立し

　たことを機に、イギリスに忠誠を誓う王党派

　（ロイヤリスト）達がナイアガラ半島に移住を始

　め、トロント大都市圏の基礎を築いた。ヨーロ

　ッパから多数の移民が渡航して以降の先住民

　との悲しい歴史についてはこの項では割愛す

　るが、国名のカナダを始め、州名のケペック、

　オンタリオ、都市名のオタワ、トUント、ナイァガ

　ラなど先住民族達の言葉を語源とした地名な

　どが多く存在する。

②地理
　オンタリオ州は、カナダで4番目に広く、イロク

　ワイ族の言葉でrskanadario：美しい水」をそ

　の語源とするとおり、北側には北極海につなが

　るハドソン湾、南側には五大湖を抱えている。

勺 オンタリオ堪

　リオ遡

・フオールズ

また、州内に2se，000以上もの湖沼が点在して

おり、総延長で100，000kmを越す河川を合わせ

た水域面積は実に州土の約1／6の面積にもなる

という。北西部・中部は鉱物資源が豊富な楯

状地（数十億年前一一6億年前に形成された非常

に古い岩盤が地表に露出している場所で、氷

河などによる長期間の侵食作用で平坦化され、

なだらかな平野・丘陵地・高原などになってい

る）、北部は森林及び湿地帯、南部には首都オ

タワと州都でもあるカナダ最大の都市トロントな

ど国内で最も人口が多く、国全体の1／3の人口

が集中し、政治経済の中心をなす都市部がある。

（3）気候

　州北部では1月の平均気温が一25℃にまで下が

　る地城もあるが、緯度的には北海道とほぼ同じ

　である。首都オタワの1月平均気温は一6℃だが、

　真冬には一40℃になることもあり、モンゴルのウ

　ランバートルに次ぎ世界で2番目に寒い首都で

　あるe州の申部から南部にかけても、冬場には

　かなりの積雪があるが、5月には雪も消えて色と
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りどりの花がいっせいに開花し、夏は30℃を越

える日がある。9月末から11月にかけては紅葉の

時期を迎えるなど、四季の移り変わりがとても

美しい。オンタリオ州は東部時間帯に属してお

り、日本との時差は一14時間（サマータイムの4

月～10月は時差が1時間短縮される）である。

主要都市の年間平均気温は下表のとおり。

オンタリオ州主要都市の年間平均気温（単位＝℃）

郡市名
月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

類
オタワ 蛭 一

15
一
13

一
6 0 7 12 15 14 9 3

一
2
一
11

最高 一
5

一
4 2 11 19 24 26 25 20 13 5

一
3

トロント 誕 一
8

一
7
一
3 3 9 14 17 17 13 7 2

一
5

是高 一
1

一
｜ 4 12 18 24 27 26 21 15 8 1

駆 一
8

一
8
一
4 2 8 14 17 16 13 7 1

一
5

ナイアガラ
最高 一

1 0 5 12 19 25 27 26 22 16 8 2

（4）経済

　オンタリオ州は、カナダで最も生産性の高い州で

　あり、カナダGDPの約4割を担っている。最大の

　産業は製造業。特に自動車製造は主要な産業

　であり、14万人以一ヒが従事し、カナダの輸出総

　額の37％（1998年）を占めている。また鉱業も州

　の経済発展において常に重要な役割を果たし

　てきており、金、ニッケル、銅、ウラン、亜鉛など

　は、数十億CA＄の生産高を一ヒげている。州内

　の多くの町では、少なくともひとつの産業が森林

　資源と関連している。州の森林の約90％は、伐

　採認可権をもつ州政府が所有している。林業は

　オンタリオ州の輸出の5．8e／eを占める。金融業の

　役割もまた大きく、トロント証券取引所を始めとし

　た金融市場は世界第4位にランクされている。観

　光も重要な産業となっていて、観光客による消

　費は年間140億1千万CA＄（1兆4，570億円）

　（1997年）にも上り、40万人以上の直接的・間接

　的な雇用を生んでいる。オンタリオ州の経済が

　活性化している要因としては、天然資源、近代

　的な輸送システム、教育程度の高い豊かな労働

　力の存在、比較的安価で信頼性の高い電力t

　大市場である米国に近いことなどが挙げられるc

（5）特徴

　カナダでは第2次世界大戦後より、特にトロント

　大都市圏を中心に世界各国からの移民を積極

　的に受け人れている。ヨーロッパやアジア、南

　米からの移民が多く、その約60％が同州内に

　居住し、100以上の言語や方言が存在する。州

　の総人口約1，ユ87万人のうち約1／3がトロント周

　辺に集中している。また先住民族も多く住んで

　いる。生活必需品を除く物品の購入時には連

　邦消費税（G訂）が7％及び州税（PST）8％がか

　かるため、物品の価格に15％が加算される。

　しかし、例え高い税金を払ったとしても、社会

　保障や教育、医療面などで幅広いサービスが

　無料あるいは低価格で提供されるメリットがあ

　る。（治療・入院・出産など歯の治療費以外は

　無料、薬代も80％くらいは返金される）

※1CA＄＝104円

2．訪問都市の概要

（1）オタワ

　カナダの首都。アルゴンキン族の言葉で「交易」

　を語源とするとおりに、ケベックとオンタリオの
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州境に位置し、フランス・イギリス圏の架け橋

となるべく建築された都市で人口は約77万人。

ケベック州側のガティノー市とのツイン・シティ

である。国会議事堂の他、首相官邸、カナダ

総督の公邸リドーホールなどの政府及び行財

政の中枢機関が多数立ち並ぶ都市である。公

用語は英語とフランス語であり、看板・標識・

メニュー・公式書類など全てがその両方で表

記してある。中心部を流れるリドー運河は全長

が202㎞あり、冬場は完全に凍結するため、多

くの人がスケート靴で通勤しており、世界一長

い屋外スケートリンクとしてギネスプックにも載

っている。また官庁街のすぐ近くにはバイワー

ドマーケットと言う広大な青空市場と商店があ

り、公営の巨大カジノも橋を渡ってすぐの所に

存在する。

（2）トロント

　ヒューロン族の言葉で「人々の集まるところ」。

　その名の通りオンタリオ州の州都にして、カナ

　ダ最大の都市である。州の全人口のうち約4割、

　430万人以上が集中し、その約半数が世界中か

　らの移民であり、国連においても世界で最も

　多文化な都市（移民の割合はマイアミに続き世

　界第2位）の一つとして認定された。アジァ、ア

　フリカ、中米、ヨーロッパなど100以上のエスニ

　ック・コミュニティー、言語、文化が存在してい

　る。ダウンタウンにある街のシンボルCNタワー

　は世界最高の地上建築物で高さは553m、

　346m地点にある展望台の床は一部がガラス張

　りになっている。ケベック州のモントリオール

　同様、厳しい寒さとなる真冬でも人々が快適

　に過ごせるようにと巨大な地下街が建設され

　ている。距離にして11km、レストランや各種シ

　ョップなど1，200以上の店舗がひしめきあって

　いる。

（3）ナイアガラ・フォールズ

　エリー湖の水がオンタリオ湖に注ぎ込むナイア

　ガラ川の中途にある巨大な滝でアメリカとカナ

　ダの国境に位置する。イロクワイ族の言葉「雷

　鳴が轟く水」が示すとおり、落差52m、幅675m

　で馬蹄型をしたカナダ滝と、落差34m、幅

　320mでまっすぐ落ちるアメリカ滝の2つがあり、

　その轟音と水しぶきの量に圧倒される。1678

　年に発見されてからだけでも、世界最大級の

　水量によって現在までに滝は393m程上流に移

　動している。ジャーニー・ビハインド・ザ・フォ

　ールズ（滝の裏側ツアー）と霧の乙女号（船でア

　メリカ滝の目前を横切り、カナダ滝へと向かう

　約30分のクルージング）では、いずれもビニー

　ルポンチョをかぶってビショ濡れになりながら

　も大自然の凄さを正しく五感で感じることが出

　来る。メインのテーブルロックからは手が水に

　届きそうなくらい近付けるし、スカイロン・タワ

　ーから一望出来る2つの大滝の眺めは最高に

　素晴らしい。

＊文中のデータで特に指定のないものは金て2001年カナダ

国勢調査の敢字を基にしている．

〔参考web〕

　カナダ大使館、カナダ観光局、

　オンタリオ州観光局、オタワ観光局、

　トロント観光局、ナイアガラ観光局、

　「ウィキベディアJ
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1．カナダにおける児童福祉

カナダには、連邦政府、州政府、市町村の3つのレ

ベルの政府がある。日本では児童福祉に関するこ

とは、国が策定した児童福祉法に基づいてサービ

スが実施されるが、カナダでその役割を担うのは

州政府であり、各州がそれぞれに児童福祉に関し

ての法律を制定している。オンタリオ州において

は「子ども家庭サービス法」（1984年）がそれにあた

る。子どものケアと養育に対しては、親がその第

一義的責任を負うとされ、子どもの健康に関する

ことは、連邦政府と州政府とがそれぞれに役割を

担うことになっている。子どもの虐待に関しては、

連邦政府ではなく州政府が責任を持って対応する

ことが基本とされ、また、子どもに対してはいかな

ることがあっても暴力をふるってはいけないと法

律で定められている。

連邦政府の児童福祉に関する政策方針として、

2003年には、6歳以下の子どもに対する早期教育と

子どもケアプログラムに対して、カナダの全州政府に

向こう5年間で10億5千万CA＄（1，092億円）の資金

援助を行うと発表し、2004年には学校地域における

就学前児童に焦点を当てた新たな子どもみケアス

ペースを4．000カ所認可する方針を出している。さら

に、2005年には早期教育と子どものケアに対して向

こう5年間で50億CA＄（5，200億円）の資金援助方針

を明らかにし、子どもが健康・健全に育つため早期

からプログラムや環境整備に力を入れていく方針が

伺える。その一例として、オンタリオ州の「ベストスタ

ー ト」（後述）があり連邦政府は支援を行っている。

なお、子どもと家庭の健康に関しての連邦政府の考

え方については、「カナダ健康省（Public　Health

Agency　of　Canada）」の章で詳しく述べる。

2．オンタリオ州の児童福祉

オンタリオ州において児童福祉を担うのは、子ど

も青少年サービス省（Ministry　of　Children　and

Youth　Services，　Ontarie）である。この省は、2004

年3月に進歩保守党から自由党に政権交代した際

に、子どもと青少年への対応を一本化させるとい

う考えにより、これまでの「地域及び子ども・家庭

サービス省」から名称変更されたものである。

州政府の児童福祉の目的は、子どもの健全な発達

を促進し、就学に向けての心身のみならずその環

境全てにおける準備を推し進めていくことである。

そのため、就労・就学する親へのサポートや子ども

のディケアセンター佃本でいう保育所のような所）

の認可・監督に力を入れている。これら政策方針

と法的な根拠は、保育園法（Day　Nurseries　Act）

に依る。この法律により、子どもの身体活動スペ

ースや健康・安全に関すること、職員定数や栄養、

基本的なプログラム内容などの最低基準が定めら

れている。認可を与えた子どもケアプログラムに

対しては、子ども青少年サービス省の職員を配置

し、年1回以上のプログラム視察を行っている。ま

た、州の児童福祉施策は、個人・非営利・企業・

市町村自治体ら様々なレベルによって運営されて

いる。州政府は子どものディケアセンターを直接に

は運営しておらず、運営費を市町村自治体と分祖

負担している。
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3．子ども家庭サービス法

　　（Child　and　Fa皿ily　Services　Act）

これは、オンタリオ州における児童福祉に関する

法律であり、対象年齢は16歳未満である。この法

律は1984年に改正されたものであるが、1989年に

国連で採択された子どもの権利条約の内容が踏ま

えられている。子ども家庭サービス法の信念は以

下の通りである。

　①最終目標は子どもの最善の利益、保護、ウェ

　　ルビーイングの促進である

　②家族の単位としてのまとまりが守られ、自立

　　できるよう援助し、また可能な限り、子ども・

　　親間の相互の同意に基づきながら援助を提

　　供していく

　③子どもにとってケアの一貫性と安定した家族関係

　　が重要であることを尊重してサービスを提供する

　④それぞれの子どもの身体的、精神的発達の違

　　いを十分に考慮してサービスを提供する

　⑤その子どもまたは家庭を援助するために限定

　　的でなく、家族を壊さない最も適切な方法を

　　選択する

　⑥文化的、宗教的、地域的差異を可能な限り配

　　慮してサービスを提供する

　⑦インディアン、先住民の子ども、家庭に対して

　　は、その文化的、境遇、伝統、そして大家族

　　の概念を認めて、サービスを提供する

4．児童福祉における市町村の役割

47市町村が、それぞれの地域レベルで子どものケ

アサービスを行っている。運営の根拠は州政府が

制定している法律や政策指針に基づき、監督・指

導される。費用面については、子どものケアサー

ビスそのものにかかる費用は、基本的に80％を州

政府が、20％を市町村が負担し、管理・運営に関

わる費用は、50％ずつ州政府と市町村が分担負担

している。

5．児童福祉に関する予算

オンタリオ州子ども青少年サービス省は、子どもケ

アシステムに対して予算援助しているe具体的に

は、サービス提供にかかる税金の補助、スタッフの

賃金に対する補助、特別なニーズを持つ子どもへ

のサポートのための補助、リソースセンター運営資

金への補助などである。2005年度の子ども青少年

サービス省の児童福祉関連予算は、51億4，400万

CA＄（5，350億円）と連邦政府からの児童福祉関連

予算26億2，200万CA＄（2，727億円）である。

また、別途オンタリオ州財務省は子どもを養育する

家庭への予算援助を行っている。具体的には、7歳

未満の子どもを持ち、就労・就学もしくは訓練を受

けている低所得家庭の親へ補助金援助を行ってい

る。その内訳としては、両親家庭には7歳未満の子

どもそれぞれに年間1、100CA＄（11．4万円）の支給を、

単親家庭には年間1，310CA＄（13．6万円）の補助を

行っている。2004年度の財務省の児童福祉関連予

算合計は、20億CA＄（2，08〔臆円）であった。

ケアプログラムに対する費用負担は、市町村と親

の負担金によっておよそまかなわれている。

6．オンタリオ州で行われている

　子どものディケアセンター

オンタリオ州には、2004年3月現在、3，874カ所の子

どものディケアセンター（日本でいう保育所）及び

ディケアを行う個人家庭を統括する機関が140カ所

ある。これらの施設は、州による認可を受けてい

る。州の認可基準は、12歳未満の子どもを5人以

上預かりケアを提供する施設に対して行われる。

個人家庭のディケアに対しては、その家庭にいる

子どもに加えて、12歳未満の子どもを5人預かる

場合に許可が必要となる。また、18歳以下で特別

なニーズを必要のある子どものケア提供に対し

ても認可が出される。なお、認可外施設に対して

州は特に監査基準は設けていないが、12歳未満の
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子どもを5人以上預かりケアを提供する施設に対し

ては苦情が出た際には調査を実施することになっ

ている。

このケアシステムの利用可能児童数は206，969人で

あるが、実際の利用児童数は219，031人である。な

お、12歳未満の全児童数の内およそ10％の子ども

は認可外のディケアセンター及び認可を受けた個

人家庭でディケアを受けている。

こういった施設で行われるプログラム内容は、子

どものそれぞれの年齢や発達に適応したものでな

くてはならないというのが大前提である。その上

で、①選択の幅があり柔軟な内容であること、②

静的・動的な活動を含んでいること、③個別活

動・グループ活動があること、④粗大運動能力と

微細運動能力を促進するものであること、⑤言語

能力と認知能力を促進するものであること、⑥社

会的情緒発達を促すものであること、などが含ま

れる。またプログラム計画は見える所に掲示され

ていなければならず、親がプログラムを選択利用

出来るものでなくてはならないとされる、

7．ベストスタート

連邦政府は、子どもの早期教育とケアに対して向

こう5年間で50億CA＄（5，200億円）を投資するとい

う方針を出しており、予防的観点からリスクが高ま

る前に対応するため、「未来の子どもにお金をかけ

る」ことを大きく掲げている。その予算の内、11億

CA＄（1．144億円）がオンタリオ州に支出されており、

州政府としても、子どもの早期教育とケアに力を

入れている。その代表的なものが「ベストスタート」

であり、以下にその内容について述べる。

7－1．概要

ベストスタートとは、オンタリオ州で始めたばかり

の早期教育プログラムである。このプログラムが

目指す最終目標は、①就学前までに「人学後はい

い成績を取りたい」と思えるような心身共に健全

な子どもを育成すること、②全ての子どもが持つ

彼ら自身の社会的・知的・経済的・身体的な潜在

能力の発達支援を行い、オンタリオ州がその国際

的なリーダーとなること、である。そして、誕生か

ら就学前までに子どもと家族はどのように支援され

るべきかという視点からプログラム内容が考えられ

ている。プログラム内容の基本としては、①高い品

質のものであること、②誰でもどんなニーズのある

子どもでも平等にプログラムが使えること、③発達

を促進するものであること、となっている。

要するに、①学校生活を問題なく過ごせること、

②子どもがハイリスク対象のサービスを受けずに

済むようにすること、③将来的に社会に適応して

生活できるようにすること、を圏指している。また、

0～3歳までにこういった教育を開始することが、

将来の脳発達の鍵を握るという研究報告に基づい

て始められたプログラムである。

7・2．プログラム対象と拠点

基本的には、どんな社会的環境の子どもも受けら

れるプログラムであるが、対象年齢は、2歳半から

4歳未満で、一家庭につき1日2．5時間までは無料と

なる。また、各地域や民族など、多様な文化圏の

人々に柔軟に対応している。そして、早い時期に

潜在的な問題やリスク・ニーズを見つけて対応す

るため、子ども青少年サービス省と教育省とが協

力して統合されたサービスを提供している。

親がサービスを利用しやすくするため、地域の小学

校をサービス提供の拠点（ハブ）としている。親はそ

こへ行けば、わざわざ遠方の機関に出向かなくとも、

一貫したサービスが受けられるようになっており、

またそうすることによって、乳幼児期から学童期ま

で一貫した子どもへの関わりが可能となることが、

リスクの発見と予防に大きく寄与するものである。

19



ONTARIO

7－3．当初3年間のプログラム達成目標

10年計画の内、最初の3年間で達成する目標を以

下にあげる。

　①子どもディケアセンターの増設とスタッフの待

　　遇改善（賃金アップなど）

　②早期教育プログラム作成特別委員会の設置

　③保育士の資質向上と人材確保のための人材

　　育成委員会の設置

　④早期児童教育者のための短期大学や専門学

　　校の設立

　⑤健康で健全な子どもの発達のための1歳半健

　　診の実施

　⑥0～5歳までの聴覚検査や言語発達検査、5歳

　　児の発達検査の無料診断

　⑦補助金申請のためのシステムの変更：親への

　　アンケートの実施を廃止し、家庭の所得額な

　　どから政府が査定するシステムへ

7・4．効果とまとめ

ベストスタートは、親や家庭とのパートナーシップ

により成り立っている。またこのプログラムによっ

て、親自身が、何が子どもの成功や健全発達を阻

害するリスクなのかなど、子どもの早期教育やケ

アについて関わっていくようになると考える。この

プログラムの利用の中で、親自身が選択決定し、自

分たちの子どもにとって何がどのように必要かを意

見するようになり、サービスは、子どもや親がそれら

を地域社会の中で活用することによって、より包括

的で柔軟で一貫性のあるものになっていくと考えら

れる。その結果、子どもは、就学前までに、心身・

情緒の健全な発達や、言語・認知能力、初歩の読

み書き能力を身につけていくと考えられる。

このように本プログラムは、縦割り行政の不便さ

を極力排除し、環境や条件を整備することで、地

域の社会的弱者が利用しやすいようにしている。

気軽に利用できれば需要も増え、リスクが高まら

ないうちにより多くの人に早期支援サービスを提

供できるという合理的で予防的なものである。「未

来の子どもにお金をかける」、我が国もぜひそうい

う流れになって欲しいものである。
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1．カナダ健康省
　　　Public　Health　Agency　of　Canada

L概要
カナダ健康省（連邦）は、健康なカナダ人とコミュニティーによって健康な世界が’ttまれるという考えのもと、

国民全体の健康維持のためのキーボイントとして総合的な戦略が必要であり、そのためには連邦政府がリー

ダーシップを取り、責任の所在を明らかにすることが基本であると考えている．また、推進にあたっては連

邦・州・市町村・健康に関する専門家・市民との連携強化を求めている。

児童福祉の分野では、国連で採択されている「’r一どもの権利条約」が実践されているかについて常に吟昧し

ながら、子どもが潜在的に持っている力を最大限に発揮出来るよう支援するために、子どもと家庭へ向こう5年

間で130億CA＄を投資するとのことである。

2．支援内容

2・1．児童福祉関連予算

危険にさらされている家庭に対しての支援プログラムは連邦政府が担う．危険にさらされる家庭の大きな要

因には貧困がある。そのため、政府は低所得家庭に対して減税策を行う他、幼児発達プログラムに対する向

こう5年間に渡る22億CA＄の支援、産休巾の1年聞の給与保証を行う等の政策も実施する。さらに、そういっ

た支援を行う州政府に対しては向こう5年閥で別途50億CA＄の支援を行うことにしている．ただしその支援

が、高品質で、誰でも公平に利用・参加でき、r一どもや家族の発達や改善に関したものであることが前提と

なる．

2－2．研究活動

全国規模での被虐待児数の把握は大変難しい、1998年の調査では被虐待児の数は子ども全体の2．15％にの

ぼり、その後、被虐待児数は増加傾向にある、連邦政府は、子どもの誕生から青年期にかけての健康福祉や

発達についての長期的な研究を行っているcまた、子どもの福祉においての知識の集約を行っている．，こ

のような研究を基に支援策がとられることになる、

2・3．家庭内暴力に関して

家庭内における子どもや青少年に対する身体的・性的暴力の大きな要因は両親にある、、これについては、

長期的に社会面・法整備面・健康面の3つの視点をべ一スに支援策を立法化する．，

24．メディアへの対応

青少年軽犯罪法（Youth　Criminal　JuStice　Act）では、青少年（18歳未満）の権利や個人情報が犯罪後5年閾は
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保護されると規定している。また、インターネットの使用に関しては、2001年に連邦政府の方針として、「賢く、

安全に使用すること」があげられ、連邦・州政府が集まってのワーキンググループで、インターネット内容とそ

の監視について話し合いがもたれた。

2－5，具体的施策

（1）子どものための地域行動計画（CAPC：Community　Action　Program　for　Children）

　危険要因のある家庭（貧困・孤立・移民家庭等）で、0歳から6歳児を対象にした施策である。この施策は、

　親のスキルを高めること、虐待を減らすこと、栄養のある食事をサポートすることを目的に1993年から行

　っている。具体的なプログラムは各地域や機関によって異なるが、食料を持ち帰ることができたり、子ど

　　もと親が一緒に参加することで、職員から親のモデルを学んだり、様々なサービスの情報を得ることが出

　来る。連邦政府はこの政策に年間5．500万CA＄を投資しており、1カHに300地域で54，000人の子どもと

　49，000人の親がこのサービスを受けている。

（2）先住民就学前プログラム（Aboriginal　Headstart）

　1996年から行われている先住民の子ども達への、就学準備のためのプログラムであり、情緒面・知的発

　育・身体的成長へ働きかけるものである。

（3）胎児アルコール症候群（FASD：Fetal　Alcohol　Spectrum　Disorder）

　親が妊娠中にアルコールを飲んだために出てくる障害であり、その症状の出方は様々である。FASD発生

　率は先住民では一般の4倍の数にのぼる。これには先住民が文化も言語も奪われてきた歴史・経験が深

　く関わっており、そのような中で、生きる希望をなくした結果として、アルコールに依存せざるを得なくな

　るという連鎖が発生している。これに対して連邦政府は全国で150万CA＄を投資して、予防やこの悪循環

　の連鎖を断つプログラムを支援している。FASDは、チームを組んだ医師で診断しなければならないくら

　いさまざまな症状を呈し、羅患すると一生その障害につきあっていかなければならず、また具体的な治療

　法のない障害である。そのため、各省庁が協力してその予防に乗り出している。しかし、これは親が妊

　娠中にアルコールを飲まなければ100％予防できる障害であるため、この件に関する情報を常に更新し

　ながら提供している．私たちは、いかなる量のアルコールといえども安全と言えないことを心していなけ

　ればならない。

（4）父親の役割（ファザリング：父親業）

　カナダ連邦政府は、「国民全体が健康となる」ことに対するプログラムに力を入れているが、特に子どもの

　健康発達に関して力を注いでいる。子どもが健康でない時、病気の時、発達に遅れがある時のその原因

　は何かということから考え、その根本原因を取り除くための施策を導入している。その一つに「父親の役

　割」というものがある。子どもが健全に育つためには、父親の「肯定的で責任を持った対応」が大切であ

　る。統計によると、母子家庭10人中7人が貧困など家庭的に危険度の高い家庭とされており．10代の自

　殺者の75％、少年鑑別所入所児童の70％は父親不在の家庭であるとされている。この結果に基づき、父
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親に対してそのスキルを高めるためのプログラムを実施したり、また実父がいなくても祖父や近所の人な

どの中で父親的な存在を果たせる男性との肯定的な関係を結ぷように勧めるなどを行っている。

「アイデンティティを探し歩くためには母親の存在が重要であるが、アイデンティティを決定するには父親

の存在が重要である」

（5）周産期栄養支援プログラム（Canada　Prenatat　NUtrition　Program｝

　1995年から始めた、若年や貧困等危険度の高い出産前の女性対象のプログラム。

　母親になるための各種知識の伝達、食事のサポートによる栄養補給、親業の訓練等を通じて未熟児の誕

　生を防止することを目的としている。

3．地域での具体的プログラム内容

「Breaking　the　Cycle」という妊娠中の女性でアルコールや薬物依存の人やその子ども（6歳未満）を対象とし

た悪循環のサイクルを断ち切るためのプログラムを1994年から実際に行っている機関である「Mothercraft」

を訪問した。

3－1．背景

1980年代後半から1990年代初めにかけて、トロントでアルコール依存についての大きな会議が開かれ、アル

コール依存症のケアをしている人と依存症の子どものケアをしている人が一同に会した。その会議で、リス

クのある母親とその子どもを集めてサービスを提供する必要性が提案された。同時に、「子どもへのリスク」

が討議され、妊娠中に母親がアルコールを飲むことで、胎児アルコール症候群（FASD）発症という生物学的

リスクと、親が出産後もアルコールを飲むことで、子どもへの虐待や不適切な関わりなどからくる社会心理学

的なリスクが起こる可能性が高いことが確認された。そこで、1993年、実際のプログラムを運営するにあた

って、様々な機関がパートナーシップを結ぶことが決定され、連邦政府からの公的資金援助も得られることと

なった。パートナーシップを結ぶことは公的資金援助を得るための条件であったが、それにはこういった複

合的な問題は、各関係機関同士の協力関係になければ解決できないという、政府の判断が背景にある。そ

れぞれの機関がバラバラに親子に支援するのではなく、役割をきちんと分担し、連携することで効率的な支

援を可能にするという点ですぐれた考え方だと感じる。

32．内容

妊娠早期からプログラムを提供するという予防の観点から、プログラムを組み立てている。親へはアルコー

ルや薬物依存に関してや、それ以外のトラウマに関するカウンセリングを実施。また、ペアレンティングプログ

ラムや料理教室等もある。子どもへは発達に関するスクリーニングテストやFASD診断も行っている。また、

食料や食事、交通費や衣料の提供も行っている。その他、ホームレスの妊娠女性の所へ出かけて行って直接

支援すること（アウトリーチ）も行っている。
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3－3．施設設備

施設内はカウンセリング室とキッチン、f’どもの遊ぶスベースとしてのプレイルームがあり、親がカウンセリン

グ中には他のスタッフが子どもの面倒をみるなど、親にとって安心して相談出来る環境である。また危険な

状況の家庭で育っている」乙どもの遊ぶブレイルームでは、おもちK・はそれだけで刺激となるため、普段は覆

い隠して刺激を少なくし、子どもが遊びたいおもちゃを出して遊ぶようにしたり、一・・度に多くのこどもをプレイ

ルームに入れないようにするなど、予どもへの関わりや環境整備に対しても細心の注意が払われていた．キ

ッチンはオーブンな印象で、食卓には食料が用意されてあり、自由に食料の提供を受けられるシステムであ

ったtt

34．スタッフ

スタッフは、ソーシャルワーカー3名、幼児教育カウ

ンセラー2名、トラウマカウンセラー2名、アウトリー

チワーカー1名に、健診などを行う医師や看護師で

構成されている、

3－5、プログラム評価結果から

1995年からプログラムの評価を行い、ニーズ等を調べている、その結果から、依存症に陥る母親について、

母自身が子どもの頃に虐待やネグレクトの環境にあったことや、うつ傾向があったり、自傷行為などがある場

合が多いことが分かってきた。また、母親の母がアルコールや薬物依存症であったという場合もあり、その

際には母自身がFASDに羅患している可能性が考えられると同時に、「親業」について誰からも教わっていな

い可能性も分かってきた。この結果から、女性が安心して集えることを保証するプログラムを重視した結果、

現在は1995年当時に比べて60％も参加者は増加している。なお、依存症の母親はプログラムに参加すること

で、子どもを奪われてしまうことではないかと感じることがあるため、まずは母子一一緒にサポートすることを

大切にしている、プログラムの実施については、早期に対応した母親の方が予後はよく、産後のリスクや薬

物依存の時間の減少、また子どもが未熟児で生まれる可能性の低ドや難産の減少などが見られるとの報告

があった、

【所感】

「子どもを守る」「子どもの健康を守る」ということが、本当に全てにおいて徹底されていると感じた。

単に目先で起こった問題への対処ではなく、予防という観点と、そのためのリサーチに重点を置き、

またそれが実際のプログラムに生きているという一連の流れに、ただ感心するばかりであった。虐

待の予防は簡単なものではないが、だからこそ各機関のネットワークの重要性も改めて感じた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（吉田明世）
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皿．オタワ子ども援助協会
　　Chitdren，s　Aid　Society　of　Ottawa

1．概要

オンタリオ州の各地域に存在する53ヵ所ある子ども援助協会（CAS：Children’s　Nd　SoCiety）のオタワ地区の機

関である。このオタワCASは1893年に設立された民間の非営利組織で、スタッフ数420名、年間予算6，000万CA

＄とオンタリオ州で3番目の規模である。「子ども青少年サービス省（ministry　of　children　and　youth　services）」

に属すが、運営者にあたる理事会はボランティアが掴っており、全ての活動は「子ども家庭サービス法」によっ

て規定されている。資金は州政府から出ており、機能は日本の児童相談所にあたる。州内にはその他CAS

運営団体としてカトリックCAS・ユダヤ教CAS・先住民CASがあり、それぞれ特色ある運営をしている。

オンタリオ州ではこうした非営利団体が児童福祉を担当することになっているが、これには、他の州とは違い

100年以上前から、コミュニティーのメンバーが児童福祉活動を実践してきた歴史と、政府の児童福祉政策が

後追いしてきた理由があり、大きな特色となっている。因みに、他州では行政が直接運営している。

活動面では、「子どもの擁護と安全確保」、「家族と子どもに対する援助」が中心となり、年間約5，000家族、子

どもS．ooe人へのサービスを実施している。また、そのうち約1，000人の子どもは家族から分離して対応してい

る。CASでは基本的には他の機関と提携し、活動しているが、活動自体が法律で規定されていることから裁

判所との関わりが一番多い。これは、家族に介入するために、インフォーマルから法的なものまで含め家族

との契約が必要になってくるからである。仕事の内容は殆どがケースマネージメントである。（子ども・家族に

必要なあらゆるサービスをコーディネートすること）

2．介入から家族再統合までの流れ

CASでは虐待通告があるとその時点でアセスメントを行い、迅速な対応を行うがその流れは概ね以F、及び

次頁の図の通りである。

　①情報入手（通報）

　②アセスメント（危険度が高い場合は12時間以内に、それ以外は7日以内の対応）

　③調査1（過去のデータ調査。他の機関・CASでサービスを受けていた場合はそちらへ情報を入れ、

　　調査・介入を開始してもらう）

　④調査2（電話調査）

　⑤調査3（現地調査、最初のソーシャルワーカーの訪問介入11のリスクチェックシートによる緊急的リスク

　　評価、その後包括的リスク評価の実施）

　⑥支援計画の立案と実施（包括的リスク評価後30日以内に支援計画立案）

　　※親子分離のプランとなった場合は裁判所に申講するとともに、一時保護実施

　　※裁判所の判断により親子分離となった場合、O～6才は累積で1年、6才以」二は2年までが分離期間となる。

　　　なお、在宅措置の場合はCAS職員の管轄下に置かれる。その間に再統合することが出来ない場合は、親

　　　は永久に親権を失う（Crown　word）。子どもは里親の養子となるが16歳で養子から離れることが出来る。

25



1
ONTARIO

1

⑦再統合（家庭等の改善が見られた場合、裁判所に再申請。受理された場合は子どもを家庭に返す。し

　かし、現実的に介入をすぐには中止せず、スーバービジョンは継続される）

　※スーパービジョンとは……精神医学やソーシャルワークにおいて、熟練した指導者（スーパーバイザー）

　　が、事例の担当者であるソーシャルワーカーに、示唆や助言をあたえながら行う教育のこと。

　　　こうした活動は前述したように、理事会を中心にソーシャルワーカー・ファミリーソーシャルワーカー・チャ

　　　イルド＆ユースカウンセラー・弁護士ら420人で、各プログラムチームを構成・推進される。

緊憩対応

12時間以内

危険と判断

　緊急以外

7日以内現地調査

11項目から判断

子どもの安全のための計画作成

22のリスクファクターから吟味

支援計画の立案と実施　包括的リスクアセスメントから30日以内

親子分離のプランの場合

親権停止（ソサイエティワード）

分離期間0～6才・1年　6才以上・2年

在宅のフランの場合

　永久親権剥奪（クラウンワード〕

なお子どもは里親の養子となるが〕6才に

なったら自分の意志で養子を出ることができる。

26



3．具体的活動内容

31．地域ネットワークと啓発活動

　　（Community　Networking＆Public　Education）

「市民の啓蒙活動が、成功するかどうかのカギになるjと捉え、広報活動を大変重要視している。

主な仕事内容は

・ メディアへの広報

・ 市民への広報

・ コミュニティーへのアウトリーチ（関心のない人への広報活動）

・ 地域ネットワークの構築

　※アウトリーチ活動には、「スピーカーズビューロー」という、子ども虐待を報告する義務についての説明会

　　が含まれている。（年1回開催）

　※子ども虐待及びネグレクト防止を訴える「パープルリボン・キャンペーン」の実施。（毎年10月を州の「防止

　　月間」とし、職員や里親がパープルリボンを配っている。昨年は3万個配り、メディアも注目して取り上げ

　　た）オタワでは10月14日を「オタワ地域の子ども虐待及びネグレクト防止Day」とした上で、「Help　us，　Help

　　Kids」というスローガンを掲げている。

　※ネットワーク面では病院（子ども病院にはCAS職員の配置）・警察・学校・医師・弁護士等と「子どもを安

　　全なところに置く」ための通告を含めたプロトコル（合議書）を交わしている。

3・2。就学前サポートと早期児童教育

　　（Preschool　Support＆Early　Childhood　Educat三〇n）

虐待防止のプログラムの一環として、リスク度の高い親子対象の「ヘッドスタート（Headstart　Nursery

Schoo1・他の者より先に始める）」という早期学習（1968年開始）があるe資金面では連邦・州・市町村と3つ

の政府が連携している。

このプログラムはCASの構想・指導方針を基礎にして作られ、親とCASとコミュニティーとが協力関係を結び

ながら、質の高い教育を行うことを目的としている。教育環境は、物質的なものだけではなく、養育されるのに

ふさわしい温さと安全なものを目指している。この環境で子どもの生まれながらに持っている潜在能力をフル

に引き出し、就学の準備ができるようにする。早期に介入することで子どもと家族が前向きに変化できる。

管轄はコミュニティー・ソーシャルサービス省であり、保育園法（Day　Nurseries　Act）に基づき運営され、政府

に認可されたプログラムである。

親によっては、法によりこのプログラムに参加しなくてはならないケースと任意で参加するケースがある。期

間は個々のリスク度によって違うが平均は6カ月、対象年齢は18カ月から5才未満。温かい食事、ミルクとおや

つが提供され、半日のペアレンティングプログラムを通じて、子どものニーズについての学びや子どもに対す

る教師との関わり方などを学習する。また、「Book　Bag」といって絵本や本の貸し出しを行い、家庭で親が

読み聞かせるシステムもある。

また、プログラムを受ける際に、貧困のため交通手段が利用出来ないことが調査で判明したため、運転手付

きの送迎サービスも用意されている。ここまでする理由は、子どもをプログラムに参加させることで、家庭で
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のリスクが表に出るようにするためと虐待r．防〔インケアに入らないように）のためである．参加しているf’

ども、全てにリスクがあり、社会的サービスのニーズがあるということである、

このフ．ログラムを終∫したあとL住んでいる地域でのさまざまなプログラムに参加できるよう繋げているが、

ここへはチャイルドプロテクションワーカーぽどもの保護に関わるソーシャルワーカー）のみが紹介すること

ができる、

▲CASOでの講義風景 ▲講義終了後のCASO入り口での記念撮影

3－3．家族サポートプログラム（Family　Suppor〔Program）

このプログラムは2005年1目に始まったばかりのブロク’ラムで「Strength’based　program」（家族が力を持って

いる）をべ一スにしたハイリスク児対象の在宅集中介人フ．ログラム。期間は6カ1・1が基本，家庭を安定させる

とともに、その家庭をエンパワーし、子どもと家族がいっしょに暮らせるようにするプログラムである．

スタッフはソーシャルワーカー6人・チャイルド＆ユースカウンセラー〔家族．支援ワーカー）16人・スーハーパイザ

ー 3人である．

このフ．ログラムを行うために家族のフ．ログラム受け人れ度・リスク度などを事前溺査する、その結果、年齢別

（O～5才・6～12才・13～16二γ｝に分け、ソーシャルワーカーとチャイルド＆ユースカウンセラーの2人一・組となり家

庭に入る　年齢別にするθ）は、専門性をより強fヒするためである．また、チーム制にすることによって相互作

用が働き、自分達の仕事も強化され、il・一ビス内容も良くなり、より効果の高いサービス提供ができる、

ソーシャルワーカーは週に1回、チャイルド＆ユースカウンセラーは週に2～3回、1回につき1時間半から3時問

介人する．．

ソーシャルワーカーは周りにあるリソースにこでは援助につながるすべての社会資源を指す）への橋渡しを

行い、チャイルド＆ユースカウンセラーは親に対して、ロールフ．レイなどを通して問題対処のスキルを向上さ

せる．これらによって、家庭の持つ「強み」を探し、さらにこの「強み1を向上させ、普通の家庭の素晴らしさ

（良さ）を教える、

一’ 方、一・時保護した▲巴どもには、「問題のない生活」を知らない．r一どもが多いため、その素晴らしさを体験さ

せ、強固なものにして積みヒげていく．この行為は「ソサエティ・ワード」といい、親権を一一時停止して行われ

る、ただし、その期間は最高6カFIまでである．なぜならば、研究の結果、6カ月もあればやることは十分にで
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き、改善されることが分かっているからである。それ以上かかる場合は、完全に親権を剥奪する「クラウン・

ワード」という方法を裁判所に申請し、次の段階（プログラム）へ移行される。また、6ヵ月に1回サービス内容

の見直しをしている。ただし、6カ月以内で大きく変化・改善が見られた場合、見直しをその時点で行う。

34．思春期保護サービス（Adolescent　Protection　Service）

12～18才を対象としたプログラムで思春期のさまざまな問題（各種虐待、薬物、性的問題、非行、メンタルヘ

ルス、愛着障害等）に対応。

ソーシャルワーカー16人・事務職2人・スーパーバイザー2人で、月250～280件をかかえており、そのうち保護

しなければならないケースは50～60件ある。

家庭に問題があることが多いため家族を安定させ、その後子どもを援助（治療）することを基本にしているe

プログラムには親を参加させるが、これは、子どもが家庭のなかで安全に生活できるよう、親に力をつけさ

せるのが目的である。その際あくまでも、家庭内の背景や文化的流れ（習慣）に沿うことを基本とする。

このプログラムは「保護サービス」であるが、「家庭のサービス」でもある。現在、オンタリオ州の子ども家庭

サービスの中心的考え方は、第一に子どもに焦点を当てながら、同時に家庭も予防サービスの主ターゲット

としている。「子どもにとって最善な場所は生来の自分の家庭である」という考え方である。家族の中で、一

人でも幸せでない者がいればその家族全員が幸せではない。そのため、なるべく子どもを引き離すことの

ないケアを心がけている。

35．産前産後サービス（Pre　and　Post　Natal　SerVices）

3人のソーシャルワーカーが担当している。対象は妊娠中から産後3カ月までで、若い母親が多く、10代の未

婚の母、未熟児問題、薬物中毒、暴力（DV）問題等をかかえているハイリスク家庭を対象にしている。

これら多くのケースでは家庭からのサポートは望めず、社会福祉サービスに頼っている。従って、しっかりし

た支援体制が重要な課題となってくる。

最近の傾向として、「産後うつ」が目立っている。過去、この問題は深刻に受け止めなかったため悲しい結果

をもたらしてしまったことを教訓として対応している。加えて、「シェイキング・ベイビー（揺すぶられっこ症候

群）」についての対応もある。

＆6．家族の再統合（Farnily　Reunification）

この再統合については、過去10年閥で大きな問題となっている。

計画性を失った里親宅での長期生活において子どもの幸せは実現できないとの反省がある。そこで、ケアと

同時に上手くいかなかった場合のために、本来の家族だけでなく、親族・親類との再統合ができるような別

プランも進行させている。「ファミリーカンファレンス」（家族を中心に親族・親類がお互いに関わりあう・助け

あうという考えかた）をプログラムに取り入れた。これは、以前大事にしていた「もの・こと・やり方」を見直し、

その中から良いものを現代風に修正する。「基本的な価値を見直す」というのがキーワードである。

0～6才が対象で、1年のみのインケアで、早い時期に家族（もしくは親族・親類）に返すのが目標である。もち

ろん前提は家庭環境が安全でなくては成立しない。
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